
【議案第 3 号】 
 

 

坂田小学校ＰＴＡ会則 

 

第１章 名称 

（名称） 

  第１条   この会は、坂田小学校ＰＴＡといい、事務所を坂田小学校内に置く。 

 

第２章 目的及び活動 

（目的） 

  第２条   この会は、父母と教師が協力して、家庭と学校、社会における児童・ 

園児の幸福な成長を、はかることを目的とする。 

（活動） 

  第３条   この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

           （１）会員相互の親睦と教養研修を行う。 

          （２）児童・園児の保護補導ならびに学習の奨励援助をする。 

          （３）学校・地域社会の教育環境をよくする。 

          （４）その他、この会の目的を達成するための必要な事項。 

 

第３章 会員 

（会員） 

  第４条   この会の会員は、次のとおりとする。 

      （１）坂田小学校・坂田幼稚園に在籍する児童・園児の父母又はこれに代わる者 

             （２）坂田小学校の教職員、坂田幼稚園職員 

        （３）この会の趣旨に賛同する者 

 

第４章 役員 

（役員） 

  第５条   この会の役員は、次のとおりとする。 

         顧問１人（学校長）、会長１人、事務局長 1 人（教頭）、副会長４人（父親代表２

人、母親代表２人）、書記会計１人、教師代表１人、監査員２人、各学年委員長、

各種専門係長、 

(役員の選任） 

  第６条   この会の役員は、次のとおり選任する。 

           （１）会長、副会長、監査員、書記会計は、役員会の推薦に基づいて、総会の承認を

得る。 

                （２）教師代表は、学校長の推薦に基づいて会長が委託をする。 

     （３）学年委員長、各種専門係長は、学年の学級委員及び専門係委員の互選によって 

選出をし、会長が委嘱する。 

（役員の任期） 

  第７条   この会の役員の任期は、次のとおりとする。 

        １－（１）会長、副会長、書記会計及び監査員 ２年 

        １－（２）各学年委員長及び各種専門係長 １年 

                ２ 会長に欠員を生じたときは、副会長が昇格し、任期は前任者の残任期間とする。   

                ３ 会長以外の役員に欠員を生じたときは、役員会がこれを補充し、任期は、前任 

の残任期間とする。 

 



 

 

 

（役員の任務） 

  第８条   この会の役員の任務は、次のとおりとする。 

        （１）会長は、この会を代表して会務を統括する。 

        （２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。  

                （３）書記会計は、この会の庶務会計事務を行う。 

        （４）監査員は、この会の会計監査を行う。 

        （５）教師代表は、学校の立場で参画する。 

        （６）各種専門係長は、各種専門係の代表として参画する。 

        （７）学年委員長は、各学年の代表として参画する。 

 

第５章 組織 

（機関） 

  第９条   この会の運営を円滑にするために次の機関を置く。 

         １ 総会 三役会 役員会 各種委員会 専門係会  

                  ２ 校長は学校管理上の立場から総会、三役会、役員会に出席して意見を 

述べることができる。 

 

第６章 総会 

（総会の構成） 

  第１０条  総会は全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。 

（総会の開催） 

  第１１条  １ 総会は、定期総会及び臨時総会とする。  

                ２ 定期総会は、毎年４月又は 5 月に開催する。 

          ３ 臨時総会は、三役会が必要と認めたとき、又は会員の５分の１以上の 

要求があったときに開催する。  

（総会の承認） 

  第１２条  総会の議事は、出席者の過半数をもって承認とする。 

（総会の任務） 

  第１３条  総会の任務は、次のとおりとする。 

        （１）予算案の審議 

        （２）決算の承認 

        （３）役員の承認 

        （４）会則の改廃 

        （５）会務の報告 

        （６）その他必要事項の決定事項 

 

第７章 三役会 

（三役会の構成） 

第１４条  三役会の構成は次のとおりとし、総会に次ぐ審議機関とする。 

         顧問、会長、事務局長、副会長、書記会計、教師代表 

（三役会の開催） 

  第１５条  三役会は会長が必要と認めたときに開催する。 

（三役会の任務） 

 第１６条  三役会の任務は、次のとおりとする。 

         （１）総会に付議すべき事項の審議 

         （２）総会より委任された事項の審議 



 

 

         （３）役員会より提案された事項の審議 

         （４）その他会運営に必要な事項の審議 

         （５）緊急事項の処理 

第８章 役員会 

（役員会の構成） 

  第１７条  役員会は、第５条の役員をもって構成する。ただし、監査員は除く。 

（役員会の開催） 

  第１８条  １ 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。 

        ２ 臨時役員会は、会長が必要と認めたとき、または三役会が必要と認めたときに 

          開催する。 

（役員会の任務） 

  第１９条  役員会の任務は、次のとおりとする。 

           （１）三役会に付議すべき事項の計画立案 

        （２）総会又は三役会により委任された事項の執行 

        （３）その他会務運営に必要な事項の計画立案又は執行 

 

 

第９章 各種専門係 

（各種専門係の構成） 

  第２０条    １ 各種専門係は各種専門係の部員をもって構成し、副専門係長は部員の互選に

よって選出する。     

             ２ 各種専門係として、サポート（旧総務）、みまもり（旧校外指導）、スポー

ツレク（旧保健体育）、イベント（旧文化教養）、しんぶん（旧広報）、くさか

り（旧環境整備）、よみきかせ（旧読み聞かせ）の７係を置く。 

（各種専門係会の開催） 

  第２１条    各種専門係会は各種専門係長が必要と認めたときに開催する。 

（臨時専門係会の設置） 

  第２２条    １ 特別な事項について必要があるときには、臨時専門係会を設けることが   

できる。             

                 ２ 臨時専門係会は、その任務を終了したときに解散する。 

（各種専門係の任務） 

  第２３条  各種専門係の任務は、次のとおりとする。 

        （１）サポート係 

            ア 年間行事計画に関すること。 

            イ 予算決算に関すること。 

            ウ 各種集会の企画運営に関すること。 

            エ その他どの部にも属さない事項に関すること。 

        （２）みまもり係 

            ア 児童の家庭生活並びに社会生活に関すること。 

            イ 学校生活における安全点検並びに対策に関すること。 

            ウ 児童の校外生活についての調査研究に関すること。 

        （３）スポーツレク係 

            ア 児童の福利厚生に関すること。 

            イ 児童の健康生活に関すること。 

            ウ 会員のレクリエーションに関すること。 

        （４）イベント係 

            ア 会員の研修に関すること。 



 

 

 

        （５）しんぶん係 

            ア ＰＴＡ会報の発行に関すること。 

            イ 会活動の啓蒙宣伝に関すること。 

            ウ 調査研究に関すること。 

        （６）くさかり係 

            ア 学校施設の充実改善に関すること。 

            イ 学校美化に関すること。 

 （７）よみきかせ係 

            ア 学校読み聞かせに関すること。 

（各種専門係と学年との組み合わせ） 

  第２４条  １ 活動を円滑にする為に、下記の各種専門係は次のとおり各学年に所属する。 

・スポーツレク係：１、２学年 

・サポート係：３、４学年 

・イベント係 ：５、６学年 

２ しんぶん係とよみきかせ係、みまもり係、くさかり係は、活動内容の特性上独立

した部とする。 

 

第１０章 学年委員会 

（学年委員会の構成） 

  第２５条    会員を学年ごとに組織して学年委員会を設置するものとする。 

（学年委員会の開催） 

  第２６条    学年委員会は各学年委員長が必要と認めたときに開催する。 

（学年委員会の任務） 

  第２７条    学年委員会の任務は次のとおりとする。 

          （１）学年行事に関すること。 

          （２）保護者と教師が協力して児童に関する諸問題を話し合い、解決し、 

             さらに必要によっては家庭、学校における実践課題を役員会に提起する。 

 (学年委員会活動費) 

  第２８条    予算の範囲内で各学年教師と協議して必要な物を購入する事ができる。 

 

第１１章 経理 

（経費） 

  第２９条  この会の活動に要する経費は、会費（普通会費、特別会費）、寄付金及び 

その他の収入によって支弁される。 

（経理） 

  第３０条  この会の経理は、別に定める細則（ＰＴＡ会計細則）にもとづいて行われる。 

（会計年度） 

  第３１条  この会の会計年度は、４月１日から始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

 

第１２章 諸帳簿 

（諸帳簿） 

第３２条  （１）この会には、次の帳簿を備える。 

            会員名簿、役員名簿、会則、諸会議記録簿、予算書、決算書、会計関係諸帳

簿 

                （２）会計関係猪帳簿の保管期間は、５年間とする。 

  



 

 

 

附則 本会会則は、昭和４８年４月１日より適用する。 

附則（昭和５０年５月１０日一部改正）この会則は、昭和５０年４月１日より適用する。 

附則（昭和５１年５月１５日一部改正）この会則は、昭和５１年４月１日より適用する。 

附則（昭和５６年５月２３日一部改正）この会則は、昭和５６年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、昭和５７年５月１５日から施行し、昭和５７年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、昭和５８年５月２４日から施行し、昭和５８年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、昭和６０年５月１８日から施行し、昭和６０年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、昭和６３年４月３０日から施行し、昭和６３年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成４年４月３０日から施行し、平成４年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成５年４月３０日から施行し、平成５年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成６年４月２８日から施行し、平成６年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成７年４月２８日から施行し、平成７年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成８年４月２６日から施行し、平成８年４月１日より適用する 

附則 この会則は、平成１０年４月２４日から施行し、平成１０年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成１５年４月２５日から施行し、平成１５年４月 25 日より適用する。 

附則 この会則は、平成２１年４月２４日から施行し、平成２１年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成２６年４月２７日から施行し、平成２６年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成２８年５月８日から施行し、平成２８年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成２９年５月２１日から施行し、平成２９年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、平成３０年５月１３日から施行し、平成３０年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、令和元年５月２７日から施行し、平成３１年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、令和２年５月１７日から施行し、令和２年４月１日より適用する。 

附則 この会則は、令和 5 年 5月 14 日から施行し、令和 5 年 4 月 1 日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


